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受験生の皆さまへ 

大阪体育大学浪商高等学校 

校 長    工藤 哲士 

 

新型コロナウイルス感染症等の対応について 

 

受験生の皆さまにおかれましては益々ご清栄のことと存じます。平素は本校の教育推進にご理解とご支援を

いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、標記の件について下記のように対応いたしますので、ご理解ご協力をお願いします。なお、在籍中

学校からのご連絡で対応させていただきますので、インフルエンザ様症状及び新型コロナウイルス感染結果

に対する医療機関等の診断書は必要ありません。 

 

記 

 

１．本校の取組み 

・試験会場内は，定期的に換気を実施します。休憩時間には，各教室の窓と扉を開放します。 

・試験会場内の手すり等や、試験会場の机および椅子は前日に消毒清掃を行っています。 

・教室には、空気清浄機を設置します。 

・本校教職員は、マスクを着用し、体調不良者は勤務しません。 

 

２．受験生の皆様へのお願い 

(1)試験当日に対応していただくこと 

・試験当日の朝、検温をお願いします。 

・試験中以外、マスクの着用にご協力ください。 

・昼食(２月 15日)は、自席で食事をしてください。 

 ・入場後、体調に異変を感じた場合は速やかに申し出てください。 

・休憩時間や昼食時間も含め、他者との接触や会話を極力控えてください。 

・試験会場に入場の際は，アルコール消毒液での手指消毒を行ってください。 

・試験会場内および帰宅途中のごみ箱にマスクを廃棄しないでください。 

・受験後に感染症への感染が判明した場合は，本校(072-453-7001)に速やかに連絡してください。 

・本校受験生が新型コロナウイルスに感染している事が判明した場合は，濃厚接触者の特定のため個人情報

を提供する場合がありますので、予めご了承ください。 

・保護者控室は設けません。 

 (2)当日の受験を認めない方（必ず中学校から連絡してもらってください。別日受験について相談します） 

・学校保健安全法で出席停止が求められている感染症に罹患し治癒していない方。 

・新型コロナウィルス感染症に感染している疑いのある方で、発熱・咳等の症状のある方。 

・試験当日の検温で、37.5度以上の熱がある方。 

(3)別室受験を認める方（必ず中学校から連絡してもらってください） 

・すでに医療機関に受診し、感染症に罹患していないと診断された方。 

・新型コロナウィルス感染症に感染している疑いのある方で、試験当日に発熱等の症状がない方。 

可能な限り事前に抗原検査等で、陰性確認をしてください。 

・その他、けが等で別室受験を希望される方。 

 

３．その他 

受験に関してのご質問等は、入試対策室(電話：072-453-7972)に、お電話ください。 



文部科学省による出席停止になる学校感染症と出席停止期間 

種類 感染症名 出席停止期間 

第
１
種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘

そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、

ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症

急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウ

イルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるも

のに限る。）、中東呼吸器症候群（病原体がベ

ータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイ

ルスであるものに限る。）及び特定鳥インフ

ルエンザ（感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律 （平成十年法律第

百十四号）第六条第三項第六号 に規定する

特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十

九条第二号イにおいて同じ。） 

治癒するまで。 

第
２
種 

インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く） 

発症した後５日を経過し、かつ解熱後２日

を経過するまで。（未就学児童は３日を経過

するまで） 

百日咳 
特有の咳が消える、または５日間の抗菌性

物質製剤による治療終了まで。 

麻しん（はしか） 解熱後３日を経過するまで。 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
腫れが出た後５日を経過し、かつ全身状態

が良好になるまで。 

風しん（３日ばしか） 発疹が消失するまで。 

水痘（水ぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで。 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状消退後２日を経過するまで。 

結核、髄膜炎菌性髄膜炎 
症状により医師によって感染のおそれがな

いと認められるまで。 

第
３
種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感

染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結

膜炎、急性出血性結膜炎 

病状により医師によって感染のおそれがな

いと認められるまで。 

*その他の感染症 

溶蓮菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、

伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラ

ズマ感染症、流行性嘔吐下痢症など 

＊その他の感染症は必要があれば、学校医

の意見を聞き、第３種の感染症として措置

をとることができる疾患です。 

 


